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令和7年度2月 補正予算の概要

1 補正予算の概要(一般会計)

今回の補正予算は、年度末に向け、予算の執行状況及び収入状況を把握する中で、決算見込みによ 
る歳入歳出の補正を行うほか、本年度内の完了が困難な事業については、繰越明許費の設定を行いま 
した。
まず、歳入では、普通交付税の追加のほか、物価高勝対応重点支援地方創生臨時交付金の追加、 

国・県補助才業の内示・決定に伴う特定財源の補正などにより財源を措置しました。
また、歳出では、人事院勧告に準じた給与等改定を含む人件費の補正や決算見込みに伴う各種事業 

費の補正をするとともに、学校施設整備基金を始めとした各種基金へ積立てを行いました。
さらに、公共工事の施工時期の平準化に伴う債務負担行為の追加等を行いました。

補正する会計及び補正額 (単位:千円)

会計名 現計予算額 ﾡ正額 補正後の予算額 備

敵会計 63,562,000 1,281,000 64,843,000
国民健康保険事業 13,109,279 36,838 13,146,117
介護保険事業 12,466,480 25,140 12,491,620
後期高齡者医疫事業 3,806,774 59,641 3,866,415
水道事業 3,478,140 A 66,153 3,411,987
下水道事業 3,436,598 こ 203,740 3,232,858
病院事案 12,550,334 81,400 12,631,734

計 -- 1.214.126--

補正の主な内容

«一般会計»

(歳入) (単位:千円)

:. 項 目 金 額 説

*
:.

地方交付税(普通交付税) 716,700 交付額の決定による追加 ；
(補正後の予算額4.529,183) 1 ・

*1 画庫支田金
ﾡ.. ﾡバﾡ.. ﾡバﾡ.. 「.. ﾡバﾡ.. 「.... 「.. ""•e

1! :
1• 物価高勝対応重点支援地方創生臨時交付金

っ,交付額の決定による追加
<こ,311(神正後の予算額1,523,7>

・1 学校施設環境改善交付金 -っ -cc東小校校谷染来に対する付額状に伴う : 1<,766迫加 1
*

........................................................................ 
繰入金

・.・. ・"・. ... ・..3
: 二

・1
:
・■. i

学校施設整備基金繰入金 
(東小学校校合改築事業) △ 40,812 東小学校校舎改築事業の財源組替え、決算見込 ?

みに伴う繰入金の減額 キ[ 1
*1 市住 ■1

・ 東小学校校舎改築事業 △ 39,700 東小学校校舎改薬事菜の財源組替え、浜算克込 ;
みに伴う市の減額 g

(歳出) (単位:千円)

項 目 金額； 説

* 人件費(一般職)
※ 退職手当除く

:
195,227人事院勧告による給与改定等に伴う人件費の追加

•

* ﾡ金稿立金

学校施設整備政金 409,350
財政調整及金 329,261

ﾡ台退職手当逃金 200,000
1,139,745減値京金 94,297

森林ﾡ境ﾡ金 90,966
土地取得基金 12,116

引ほか各基金の運用による利子等の積立ての追加

* 学校給食運営事業 36,694物価商崎に係る給食賄材料費等の迫加



«特別会計»

(1) 国民健康保険事業特別会計

歳入:一般会計繰入金、国保連合会返納金の迫加等

歳出:保険給付費の過加、保険事業費納付金の減額等

(2) 介護保険炉業特別会計

歳入:国庫支出金、一般会計繰人金の追加等 

歳出:人件費の追加等

(3) 後期高除者医療事業特別会計

歳人:後期高齢者医療保険料の追加、一般会計繰人金の減額等 

歳出:広城連合納付金の追加等

«企業会計»

⑴ 水道事業会計

収益的収入：一般会計繰人金の追加等

収益的支出:人件費の追加等

☆本的収入: 工事負担金の滅額等

資本的支出： 人件費の追加、受託工事の減額

(2) 下水道事業会計

収 益的収入: 国庫補助金の減額等

収益的支山:人件費の追加、動力費の減額等

資本的収入:企業債の減額等

資本的支出：人件費の追加、管渠•取付管布設等工事費の減額等

⑶ 病院事業会計

収益的収入：県補助金の追加等

収益的支出：人件費の追加等

資本的収入：県補助金の追加等



令和8年度当初予算の概要

1 当初予算の概要 (一般会計)

令和8年度の予算は、雇用・所得環境が改善し、個人消費も持ち直しの動きがみられるなど、日本 

経済が総じて回復傾向にある一方、長期化する物価上昇が地域経済や市民生活に及ぼす影響が 

懸念されるなど、今後の地方の経済及び財政見通しが不透明な状況において編成することとなりま 

した。

こうした中、木予算の編成に当たり、市税や県税に連動する交付金の推計は、引き続き困難である 

ことに加え、人口減少 •少子化対策、公共施設の老朽化対策、社会保障関係や行政のデジタル化 

に伴う経費の増加など、多くの課題を抱えながらも、中長期的な視点に立ち、財政の健全性に配慮 

しつつ、財政調整基金等を有効に活用し、本市が発展を続けるための予算を措置いたしました。

また、「第6次富士宮市総合計画」の初年度となる令和8年度は、計画に掲げる将来都市像「富士 

山を心に 人の和と豊かな自然が織りなす 幸せ感じる富士宮」の実現に向けて、着実にスタート 

ダッシュを決めることができるよう、市民一人ひとりが幸せを感じられる事業や仕会環境の変化を適切 

に捉えた事業に、優先的に取り組む必要があります。

そのため、事業の緊急度や優先度を見極め、積極性と健全性が両立したメリハリのある財政運営を 

座持し、限られた財源を有効的かつ効果的に活用することを念頭に予算を編成しました。

その結果、一般会計の当初予算額は、前年度当初予算額と比較して、36 億3, 000万円、6. 2% 
増の621億円となりました。

2 当初予算会計別予算規模

(単位:千円)

会計名 令和8年度 令和7年度 比較増減

一般会計 62,100,000 58,470,000 3,630,000

北山財産区 30,000 29,000 1,000

国民健康保険事業 13,084,000 12,936,000 148,000

上井出区財産区 33,000 30,000 3,000

猪之頭区財産区 54,000 38,000 16,000

根原区財産区 10,000 10,000 0

介保区事* 12,381,000 12,120,000 261,000

後期高齢者医療事業 4,077,000 3,811,000 266,000

水道事業 3,459,841 3,477,991 A 18,150

F水通事業 3,401,625 3,437,361 A 35,736

病院事業 15,200,874 12,568,303 2,632,571

計 113,831,340 106,927,655 6,903,685



3 一般会計以外の当初予算の概要

«特別会計»

(1) 北山財産区特別会計

北山財産区の管理運営に係る予算

(2) 国民健康係険事業特別会計

国民健康保険事業の運営に係る予算

歳入:国民健康保険税、県支出金、一般会計繰人金等

歳出:保険給付費、保険事業書納付金(医媒給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金)等

(3)上井出区財産区特別会計

上井出区財産区の管理運営に係る予算

(4)猪之顕区財産区特別会計

猪之頭区財産区の管理連営に係る予算

(5)根原区財産区特別会計

根原区財産区の管理連営に係る予算

(6)介護保険事業特別会計

介護保険事業の運営に係る予算

歳人: 介護保険料、国府支出金、支払期金交付金、県支出金、一般会計繰人金等

歳出： 保険給付費、地域支扱事業費等

(7)後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業の運営に係る予算

歳人:後期高齢者医療保険料、一股会計繰人金等

歳出：後期高齢者医療広域連合納付金等

«企業会計»

(1)水道事業会計

収益的収入：上水道給水収益等

収益的支出：水道施設の維持管理経費等

資本的収人: 企業債、給水装置新設等に伴う加入金、受託工事負担金、一般会計繰入金等

資本的支出：水道施設の新設•改良(耐震化、老朽化対策等)に係る経費、企業債俗還元金等

(2) 下水道事業会計

収益的収入: 下水道使用料、一般会計繰入金等

収益的支出 : 下水道施設の維持管理経費等

資木的収入:企業債、一般会計繰入金、受益者負担金等

資本的支出：管路及び処理場の整備費、企業債償還元金等

⑶病院事業会計

収益的収入：人院収益、外来収益、一•般会計繰人金等

収益的支出：病院事業運営全般に要する経費

資本的収入:企業債、一般会計繰入金等

資本的支出：一般備品購•入費、企業債償還元金等


